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８ 様々な視点から取り組むべき事項 

◇  障害の特性及び障害のある人のニーズに応じたサービス提供体制を構築する

ため、ホームヘルパー等の福祉職の養成・確保と医学的リハビリテーションに従

事する医師の確保、理学療法士等のリハビリテーション専門職の充実や資質の向

上に努めます。 

◇ 高齢期に向けた支援については、国における地域の居住支援やサービス提供体

制のあり方の検討状況を注視しながら検討を進めます。 

◇ 障害のある人が適切な医療を受けられるよう、「受診サポート手帳」の普及等

医療機関との連携連絡体制づくりに引き続き努めます。また、身近な地域で必要

なリハビリテーションを受けられるよう地域リハビリテーション体制等の充実

を図ります。 

  定期的に歯科健診を受けること又は歯科医療を受けることが困難な障害のあ

る人に対して、巡回歯科診療車による定期的な歯科健診・歯科保健指導を実施し

ます。 

◇ 総合難病相談支援センターおよび県内８箇所に設置した地域難病相談支援セ

ンターを拠点として、相談支援の実施、患者家族の交流促進、難病への理解促進

等を図ります。 

◇ 県障害者スポーツ大会の開催及び全国障害者スポーツ大会への選手派遣を通

じて、障害のある人のスポーツの普及に努めるとともに、障害のある人がスポー

ツを行うことができる環境づくりに取り組みます。東京2020パラリンピック競

技大会の開催に向けて、国のスポーツ行政の一元化も踏まえ、選手の育成強化に

努めます。また、様々な機会を通じて指導者の資質の向上に努めます。 

  身近な地域での文化芸術活動に親しむために、参加・発表の機会の確保と参加

者の拡大に努めます。  

  障害のある人が、生涯にわたり教育や文化、スポーツなどの様々な機会に親し

むことができるよう、生涯学習を支援するための方策を講じていきます。 

◇ 障害のある人が、安心して快適に暮らすことができるまちづくりを推進しま

す。また、道路や建築物などの公共施設については、バリアフリー化やユニバー

サルデザインの普及に努めます。 

◇ 障害のある人が、地域社会の中で安全で安心して暮らせるよう、防犯・防災対

策の推進、悪質商法など消費者被害を防止するために、市町村、関係機関等と連

携して障害のある人を地域で守る仕組みづくりを推進します。 

◇ 行政・民間団体等により設けられている各種の障害のある人に関するマーク

は、バリアフリー等に対応したルールや障害のある人への支援の必要性を伝える

ものであると同時に、障害のある人への理解を促す「心のバリアフリー」につな

がるものであり、これらのマークの県民への周知と理解の促進を図るとともに、

普及に努めます。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、福祉、教育、まちづく

りなどの分野に加え、防災、防犯など幅広い分野での支援が必要です。 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、本県においても、地震に伴う津波や液

状化現象の発生もあり、死者や行方不明者などの人的被害のほか、多数の建物被害、道路、

交通機関への影響やライフラインの寸断など深刻な被害を受けました。 

 これまでに経験したことのない今回の地震を通じて、情報伝達、避難誘導、避難所等の災

害対応における各場面での障害のある人への支援に関し、様々な課題が明らかになりまし

た。 

 千葉県自立支援協議会（現・総合支援協議会）では、平成２４年度に災害時における障害

のある人への支援体制に関するワーキングチームを設置し、東日本大震災における関係団

体への調査等から見えてきた以下課題について、第四次計画に基づき、県として取り組む

べき課題の整理と具体的な施策について検討したところです。 

  ① 災害時の課題の広報・啓発 

  ② 災害時要援護者(現・避難行動要支援者)の把握と連携協力体制づくりの支援 

  ③ 災害時の情報伝達のための人材確保 

  ④ テレビ放送における災害時等の情報伝達の確保 

  ⑤ 避難誘導・安否確認体制の整備の支援等 

  ⑥ 避難所等の支援対策 

  ⑦ 在宅生活等をしている人の支援体制 

 

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害発生時の被害を最小限にとどめるよう、自助・共助の

取組を一層推進するため、県民、事業者、自主防災組織等、市町村、県の役割や取組事項

を定めた千葉県防災基本条例を平成２６年４月に施行し、条例に基づき自助・共助の取組

について普及・啓発を実施しています。 

 

  また、災害対策基本法の一部改正により、災害発生時に自ら避難することが困難な障害

のある人等が迅速に避難できるよう、市町村には避難行動要支援者名簿の作成が義務付

けられ、名簿情報を避難支援関係者等へ提供することとされました。あわせて、国の「避難

行動要支援者の避難行動支援に関する取組み指針」では、市町村が取り組むべき事項とし

て、災害時等における避難行動要支援者名簿の活用や個別計画の策定などが示され、そ

（６）暮らしの安全・安心に関する支援 
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れを基に「災害時要援護者避難支援の手引き」（平成２１年１０月策定）を、平成２８年３月に 

「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」に改訂しました。 

  また、平成２８年熊本地震でも課題となった避難所のバリアフリー化や避難所において障

害のある人が必要な物資の入手、障害特性に応じた支援を得ることができる体制の整備が

必要です。 

  そのため、これらの課題や、国の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組 

指針（平成２８年４月改訂）等を基に、「「災害時における避難所運営の手引き（平成２１年１０

月策定）を平成２９年７月に改訂しました。 

  県では、障害のある人の災害時の避難場所として、平成２４年度から災害時における障

害のある人の防災拠点の整備を促進し、平成２７年３月現在、県内に９障害福祉圏域で１４

箇所整備しています。 

 また、特別支援学校では、「学校における地震防災マニュアル」や「防災セルフチェック」

（特別支援学校の防災対応資料、平成２４年８月作成、平成２９年３月改訂）を活用して、情

報の共有化、関連計画の策定、防災訓練の計画及び実施などを行っています。また、平成

２９年４月現在、特別支援学校１９校２０か所が避難所等の指定を受けています。このうち、

福祉避難所は１３校１３か所、避難所は６校７か所、一時避難場所は４校５か所です。内３校

は、避難所と一時避難場所の両方の指定を受けています。 

 避難誘導の際の障害特性に応じた情報保障（視覚障害のある人、聴覚障害のある人への

情報提供）や、単独での移動が難しい児童生徒への配慮に関することや職員の役割分担

や地域自治体等との連携体制など、具体的な設営・運営計画を含めた特別支援学校を活

用した取組について、関係機関が連携した防災計画の見直しが必要です。 

その他、自然災害などが発生した場合、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下

し、さらに災害ストレス等により新たに精神的問題が生じるため、精神保健医療への需要が

拡大することが考えられます。 

東日本大震災以降、発災直後から被災地に入って精神医療活動を行う災害派遣精神医

療チーム（以下「DPAT）という。）の体制整備が進められ、本県では、平成２７年度より DPAT

研修を開催しています。平成２８年４月に発生した熊本地震では、本県のＤＰＡＴを派遣した

ところですが、より実践的な訓練の必要性が指摘されたことから、今後も、当県が被災する場

合や、派遣が長期に渡ることを想定し、ほかの医療救護チームとの合同訓練や構成員のス

キルアップが必要です。また、災害発生時により多くのチームを派遣できるよう、医療機関に

研修受講を促していく必要があります。 

自主避難の困難な障害者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害の恐れ

のある箇所について、土砂災害対策施設の整備を重点的に推進することが必要です。 

 

防火安全対策については、障害者支援施設やグループホーム等において避難訓練等が

適切に実施されるよう、消防署等の関係機関と連携し周知・啓発しています。また、平成２５
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年１２月の消防法施行令等の改正に伴い、延べ床面積にかかわらず、入居者のうち障害支

援区分４以上の人が８割以上となるグループホームは、原則、スプリンクラー設備の設置が

平成２７年４月から義務づけられました。  

 

障害のある人が安心して暮らすための防犯対策には、警察と地域の障害者団体、福祉施

設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止と犯罪被害を早期に発見する取組が

必要です。 

また、聴覚障害のある人などからの緊急通報手段は、既に整備されている「FAX１１０番」

「メール１１０番」「ＦＡＸ１１９番」に加え、一部消防指令センターにおいて、携帯電話による

「メール１１９番」「Web１１９」「NET１１９」が導入されています。 

   

障害のある人の地域生活への移行の進展に伴い、悪質商法などによる消費者トラブルに

あうことのないよう、障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、消費者センター

で実施する自立支援講座を開催し、消費者センター等の相談窓口の周知、早期通報・相談

の重要性についての啓発を行っています。 

しかし、障害のある人が、消費者被害に遭った場合、その被害を周囲に上手く伝えられな

いことなどがあると言われています。福祉関係者や消費者センターなどにおいて、障害の特

性に通じた相談員の配置や福祉関係者と消費者センターなどの機関との連携が必要です。 

 

 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」、「災害時

における避難所運営の手引き」等をもとに障害のある人などの要配慮者に係る市町村

の取組を促していきます。 

 

 ② 災害時における障害のある人への支援体制について検討を行うため、市町村など関 

 係者等との意見交換の場を設けます。バリアフリーへの対応やあらかじめ本人に適した 

補装具等を保管するなど障害特性に配慮した避難所の整備を市町村に働きかけること 

や先進的な取組みを情報提供するなど、福祉避難所の充実に努めます。また、障害の 

ある人の防災拠点と関係市町村、障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所の連 

携体制の構築に努めるとともに、これらの施設等で訓練等を実施します。 

あわせて、防災拠点が未整備の圏域において施設整備の要望があった場合、防災 

   拠点と一体的な整備にすることを条件とするなど、障害福祉サービスを運営している事 

業者に対して働きかけを行い、全ての障害福祉圏域に障害のある人の防災拠点の整 

備をすることを市町村を通じて促進します。 
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③ 災害時等の情報伝達のための人材確保として、災害時・緊急時においても聴覚障害の 

ある人、視覚障害のある人、盲ろう者に対して必要な支援ができるよう手話通訳及び要約 

筆記、ガイドヘルパー、盲ろう者向け通訳・介助員の講習会を開催するなど人材養成に 

取り組みます。一方、災害時に手話通訳者等の支援者が対応できない場合に備え、それ 

ぞれの障害特性に応じた簡易な情報伝達方法の検討にも取り組みます。 

 

④ 県及び市町村が実施する防災訓練において、手話通訳者等の支援者と専門家の連携 

や障害特性に応じて災害時要配慮者対象の各種訓練を今後も積極的に取り入れます。 

 

⑤ 特別支援学校では、障害のある児童生徒の障害の状態や特性等に応じた避難情報の 

伝達・安否確認・避難状況の把握などが行えるよう、防災計画の立案と見直しに努めま 

す。また、福祉避難所指定を受けている１３校以外の特別支援学校について、専門性を 

生かした地域連携を進めるため、各市町の防災担当部署からの要請に応じて検討を進め

ます。 

   

⑥ 大規模災害時における支援体制については、実践的な訓練の必要性があるため、引き

続き防災訓練への参加や、ＤＭＡＴ等との合同訓練を実施していきます。また、DPAT に

ついては、より多くのチームを派遣可能とするため、養成研修を継続的に開催しチーム数

を増やすとともに、構成員の資質向上のためのフォローアップ研修や、災害時に迅速か

つ適切に支援活動が行えるよう、消防や他の医療チームとの合同研修に参加し、体制を

強化します。 

 

 

 


